“日本心臓ペースメーカー友の会”について

1)
名　　称
日本心臓ペースメーカー友の会



“Japan Association of Cardiac Pacemaker Friends”


住　　所
〒156－0052　東京都世田谷区経堂2－1－26－535



Tel・Fax　03－3420－1200


会　　長　堀　原　一　（筑波大学名誉教授）

2)
創　　立
1970年（昭和45年）6月13日

3)
目　　的
心臓ペースメーカーによって命を救われたことを認識し「感謝」「報恩」「奉仕」の精神に基づいて会員の適切な健康管理「生活習慣の改善」並びに健全快適な日常生活「QOL」の確保を図り、もって社会福祉の向上に貢献する。

4)
運　　営
日本心臓ペースメーカー友の会会則（資料Ⅰ）に基づき理事会及び総会の決議による。（各支部は本部会則に準じた支部規約により運営）

5)
事　　業
会則第4条参照（資料Ⅰ）

6)
会員資格
◇正会員／心臓ペースメーカーを植込んだ方（国籍、年齢、職業を問わない）



◇特別会員／心臓ペースメーカー治療に特に顕著な功績があり、理事会で承認された医師、技術者。（資料Ⅳ－1）



◇賛助会員／未装着者並びに本会の主旨に賛同し物心両面で協力される方。



◇寿会員／満88歳以上の方（誕生日を迎えた翌年度より会費免除とする）

7)
入会方法
◇正会員／①入会申込書に必要事項を記入し本部事務局へ送付する。




②払込取扱票にて入会金2000円と年会費5000円を振り込む。



◇賛助会員／正会員に準じる。但し、法人については2口以上とする。



◇寿会員／正会員に準じる。但し入会次年度より会費免除となる。

8)
役　　員
構成及び分担業務（資料Ⅲ）

9)
顧　　問
学識経験者、機器関連業界等の中から理事会の議を経て会長が委嘱する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（資料Ⅳ－1）

10)
相 談 役
ペースメーカー研究に携わる医師または技術者の中から理事会の議を経て

会長が委嘱する。（資料Ⅳ－2）

11)
支　　部
全国24支部［2004／5／31現在］　　支部長並びに所在地（資料Ⅴ）



PM装着者へのサービス向上のため一県一支部目標に拡大中。

12)
会 員 数
3828名（会員No.7172）…［2004／5／31現在］



平成15年度新入会員数477名

13)
会計年度
4月1日～3月31日

14)
運営状況
◇運営資金／入会金、年会費、寄付金（機器メーカー他企業篤志家、会員）




会誌の広告費などで賄う。



◇支部交付金／年会費を納めた支部会員数に対し、前期（8月末〆）と




後期（2月末〆）の年2回に分け支部へ給付する。




支部会員50名迄
…1名につき　3,000円




51名を超えると
…1名につき　1,000円



◇新支部支援／支部設立時に設立準備金として100,000円給付する。




以後設立時を含めた3年間は100,000円／年、更に




以後2年間は50,000円／年の給付とする。



◇会誌発行／隔月（奇数月）年6回会誌「かていてる」を会員へ送付する。


発行費用は会費に含まれる。支部のない地域在住の会員に対する情報提供として当会の中心的業務の一つである。




平成16年5月号で109号となる。　　　　索引…（資料Ⅵ）

＊「入会のすすめ」　会長　堀　原一　…（資料Ⅱ）


「日本心臓ペースメーカー友の会」前史と現在

植込み型心臓ペースメーカーは昭和38年（1963年）8月東京大学第二外科で国産第1号の植込み手術が実施されたが、当初は電極の破損、手術創の感染、患者のノイローゼ等々の問題が続出、これらの解決のため、東大胸部外科の三枝正裕教授、堀　原一、須磨幸蔵、三井利夫先生方（いずれも当時）の主導でPMを植込まれた患者と家族、医師、エンジニア他関係者によって、昭和41年（1966年）5月12日「ペースメーカー友の会」が発足した。

（S42.6医学書院発行medicine第22巻第6号「ペースメーカー患者の長期管理－友の会発足にちなんで－」…筑波大学名誉教授堀原一著より）。

以後回を重ね、機器の改良、医療の進歩等多くの貢献を見たが、更に全国的な組織へ発展させるため、当時ペースメーカー植込み患者として医師第1号の早川寛齊（元名誉会長・産婦人科医）が、主治医の三井先生の委嘱を受け、昭和45年6月13日「日本心臓ペースメーカー友の会」を東大・好仁会で発足させた。

その後32年に亘り早川寛齊は、平成12年（2000年）12月17日天寿を全うされるまで会長、名誉会長としてペースメーカーによって救われたことに「感謝」して、「報恩」「奉仕」の理念のもと、友の会の基盤を築かれた。平成5年（1993年）10月に当会は名誉ある「保健文化賞」を受賞、画期的な「「患者・家族・医師・技術者・機器メーカー等」の協力体制を持つ患者団体として現在に至る。

（資料Ⅰ）

日本心臓ペースメーカー友の会 会則

第1章　総　　　則

（名　　　称）

第1条
本会は、日本心臓ペースメーカー友の会と称する。

（組織および事務所）

第2条
本会は、総括運営を行う本部事務所を東京都世田谷区経堂1丁目15番
20－200号におく。

2
必要に応じ各地区に本会の支部をおく。

（目　　　的）

第3条
本会は、植込み型心臓ペースメーカー（PM）・除細動器（ICD）等の生命維持装置（以下、心臓ペースメーカー等と称する）によって生命を救われたことを認識し、感謝、報恩・奉仕（ボランティア）の精神に基づいて、会員の適切な健康管理ならびに健全快適な日常生活の確保を図り、もって社会福祉の向上に貢献することを目的とする。

（事　　　業）

第4条
本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

（1）心臓ペースメーカー等ならびに健康管理に関する知識の向上。

（2）大学、病院その他医療機関等との相互交流。

（3）会誌の発行。

（4）会員相互の親睦、情報の交換。

（5）その他本会の目的達成に必要な事項。

第2章　会　　　員

（会　　　員）

第5条
本会の会員は、次の通りとする。

（1）正会員
心臓ペースメーカー等を装着しており（入会後除去した者を含む）第7条の手続きを行った者。うち特に本会に顕著な功績のあった者を、理事会の議を経て会長が名誉正会員に推薦することができる。

（2）特別会員
心臓ペースメーカー等治療に特に顕著な功績のあった医師、技術者であって、理事会の議を経て会長が推薦した者。

（3）賛助会員
本会の趣旨に賛同し、物心両面で協力する者。

（会　　　費）

第6条
正会員および賛助会員は、定められた会費を納入しなければならない。

2
会員の資格を喪失した場合でも、すでに納入した会費は返還しない。

3
米寿に達した者については、以後会費の徴収を免除する。

4
会員にして、特に事情のある場合、理事会の審議により、会費の徴収を免除または、減額することができる。

5
会費は原則として毎年6月末日までに本部宛振り込みとする。

（入会の手続）

第7条
正会員および賛助会員になろうとする者は、所定の入会申込書に入会金および年度会費を添えて、会長に提出する。

（資格の喪失）

第8条
正会員および賛助会員は、次の事由により会員の資格を喪失する。

（1）退会を申し出て受理されたとき。

（2）死亡したとき。

（3）会費を2年滞納したとき。

（4）本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為があったとき。

（退　　　会）

第9条
正会員および賛助会員が退会しようとするときは、書面をもって会長に届け出なければならない。

第3章　役　員　等

（役員および選任）

第10条
本会に次の役員をおく。

会　長
1名

名誉会長
1名

副会長
10名以内

理　事
30名以内（会長、名誉会長及び副会長をふくむ）

監　事
2名

2
役員は、正会員、賛助会員および特別会員の中から総会において選任する。

（名誉会長）

第11条
本会に名誉会長をおくことができる。

2
名誉会長は、本会の運営に特に顕著な功績のあった者であって、総会において推薦する。

（職　　務）

第12条
会長は、本会を代表し会務を総括し、総会および理事会の議長となる。

2
名誉会長は、会長とともに本会を代表し、会務を総括する。

3
副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。

4
理事は、理事会を構成し、会務を執行する。

5
監事は、財務状況を監査し、理事会に出席して意見を述べることができる。

（任　　期）

第13条
役員の任期は2年とする。ただし、補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。

2
役員の再任は妨げない。

3
役員は、任期満了後でも後任者が選出されるまではその任にあたるものとする。
（相談役・顧問）

第14条
本会に相談役および顧問をおく。

2
相談役は、心臓ペースメーカー等の研究に携わる医師または技術者の中から、顧問は、学識経験者の中から理事会の議を経て会長が委嘱する。

第4章　支　　部

（支部の運営）

第15条
支部は、日本心臓ペースメーカー友の会「支部設置に関する規約」に基づき、会務の健全な運営を図る。

（事　務　所）

第16条
支部は、原則として支部長宅に事務所を置く。

（支　部　長）

第17条
支部長は、支部総会において選出し、会長はこれを委嘱する。

（決　　　算）

第18条
支部長は、決算後3ケ月以内に事業報告ならびに会計決算報告を本部に提出するものとする。

第5章　会　　議

（構　　　成）

第19条
会議は、総会および理事会とする。

2
総会は、正会員、賛助会員および特別会員をもって構成する。

（総会の開催）

第20条
総会は、通常総会および臨時総会とする。

2
通常総会は、事業年度終了後3ヶ月以内に開催する。
3
臨時総会は、理事会が必要と認めたとき、または会員の5分の1以上から、その目的を示して請求があったときに開催する。
（総会の決議事項）

第21条
総会は、次の事項を議決する。

（1）事業計画および予算。

（2）事業報告および決算。

（3）役員の選任。

（4）会則の変更。

（5）会費に関する事項。

（6）その他本会の運営に関する重要な事項。

（理事会の開催）

第22条
理事会は、必要に応じ随時開催する。

（理事会の決議事項）

第23条
理事会は、次の事項を審議・決定する。
　　　　２　理事会は、事業推進に必要とする役員の補充、並びに緊急を要する事項については、これを議決することが出来る。但し、直近の総会にて追認を要する。

（1）総会に付議すべき事項。

（2）総会の決議を要しない会務の執行に関する事項。

（3）支部長選任に関する事項。

（会議の招集）

第24条
会議を招集する場合は、日時、場所、目的を記載した書面により、3週間前までに発信しなければならない。ただし理事会は理事会で定められた方法により通知
する。

（会議の方法）

第25条
総会は、出席者をもって成立し、その過半数によって議決する。

2
理事会は、理事の半数以上をもって成立し、その過半数によって議決する。

（委　員　会）

第26条
本会の業務を運営するために必要なときは、理事会の議を経て委員会をおくことができる。

第6章　事　 　務 　　局

（事　務　局）

第27条
本会の事務を処理するために、事務局をおく。

2
事務局に関する事項は、理事会において定める。

第7章　資産および会計

（資産の管理）

第28条
資産は、理事会の責任において管理する。

（経　　　費）

第29条
本会の経費は、会費、寄付金およびその他の収入によってこれを賄う。

（事業年度）

第30条
本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第8章　補　　　　　　　則

（細　　　則）

第31条
本会則に規定する会務執行のために必要な事項は、理事会の議を経て定める。

（付　　　則）

第32条
本会則は、昭和58年6月 5日より実施する。

昭和63年6月 4日　一部改正

平成 4年6月 6日　一部改正

平成 6年7月 2日　一部改正

平成 7年6月 3日　一部改正

平成 8年7月20日　一部改正

平成 9年6月28日　一都改正

平成10年6月 6日　一部改正

平成11年6月19日　一部改正

平成14年6月30日　一部改正

平成17年6月12日　一部改正

平成19年6月24日　一部改正
平成21年6月21日　一部改正             

以上　　09.6.21
（資料Ⅱ）


入会のおすすめ

わが国の心臓病は急激に増加し、現在日本人の生活習慣病の中の死亡原因としてがん、脳卒中に次いで第3位となっています。

心臓の病気にはいろいろのものがありますが、ある種類の不整脈に対しては心臓ペースメーカー（以下PM）が極めて有効です。

皆さんはPMの植込み手術を受けておられます。これによってそのままでは心臓の動きの乱れのために重い心不全を起こし、場合によっては死亡することもある危険を免れ、心臓の動きが正しくコントロールされることによって健康な日常生活が保たれているのです。日本心臓ペースメーカー友の会は、1969年（昭和44年）にPMにより救命回復された前名誉会長早川寛齊先生を中心に患者さん方の集まりとして、「感謝、報恩、奉仕」の精神に基づいて会員の健康管理、健全な日常生活の確保を図り、社会福祉の向上に貢献することを目的として1970年（昭和45年）6月に設立されました。

それ以来、早川先生をはじめ会員各位の一致団結した努力によって発展し、1993年（平成5年）11月にはその活動が認められて、保健衛生の領域では最高の賞である保健文化賞を受賞し、社会的にも高く評価されました。その後三枝正裕現名誉会長（東京大学名誉教授）によって引き継がれ、支部・会員も倍増し会の充実が図られました。

PMは治療用エレクトロニクス機器のうちで最も進歩普及の著しい機器であり、最近のPMは植込み後の生活の質の向上を目的として種々の高度な性能を備えております。

しかし、患者さんの中にはPMを植込んだことで重い病人になってしまったと思い込んで悩んでいる方、PMがからだになじまず体調の改善が不十分な方、そのほかいろいろな変化を感じておいでの方もあると思います。またPMも機器ですから故障が絶対に無いとはいえませんし、不具合が後から発見されることもあります。

このような場合には、PM植込みの際の主治医に相談されるのが最もよいのですが、種々の都合でこれができないこともあるでしょう。本会を通して同病の方々と会って互いに話し合い、会誌を通じて同様の悩みや症状をお持ちだった方の解決法を知り、PMの不具合や問題点や処理方法、あるいは携帯電話などからの電磁干渉に関しての情報についての知識を得、さらに総会の時には、各地区での勉強会等で先生方から懇切なお教えを頂くことが可能です。

PM植込み手術を受けられた方は、ぜひ本会に入会され、植込み後の人生を快適に有意義に過ごされるようおすすめいたします。

皆様のご入会をお持ちしております。

会　長　堀　　原　一
